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令和４年第２回美馬市議会臨時会議事日程

令和４年８月１５日（月）午前１０時開議

日程第 １ 会議録署名議員の指名について

日程第 ２ 会期の決定について

日程第 ３ 市長の退職の期日に関する同意について

日程第 ４ 議案第４７号 令和４年度美馬市一般会計補正予算（第５号）
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令和４年第２回美馬市議会臨時会会議録

◎ 招集年月日 令和４年８月１５日

◎ 招集場所 美馬市議会議場

◎ 開 会 午前１０時００分

◎ 出席議員

１番 藤原 昌樹 ２番 敷島 敏宏 ３番 田中みさき

４番 立道 美孝 ５番 藤野 克彦 ６番 都築 正文

７番 田中 義美 ８番 中川 重文 ９番 林 茂

１０番 武田 喜善 １１番 郷司千亜紀 １２番 井川 英秋

１３番 西村 昌義 １４番 久保田哲生 １５番 片岡 栄一

１６番 川西 仁 １７番 谷 明美 １８番 前田 良平

◎ 欠席議員

なし

◎ 地方自治法第１２１条の規定により説明のために出席した者の職氏名

市長 藤田 元治

副市長 加美 一成

企画総務部長 吉田 正孝

◎ 本会議に職務のため出席した者の職氏名

議会事務局長 藤本 卓志

議会事務局次長 大島 康作

議会事務局次長補佐 宮内 聡美

◎ 議事日程

議長は、議事日程を別紙のとおり報告した。

◎ 会議録署名議員の氏名

議長は会議録署名議員に次の３名を指名した。

１４番 久保田哲生 議員

１５番 片岡 栄一 議員

１６番 川西 仁 議員
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開会 午前１０時００分

◎議長（郷司千亜紀議員）

ただいまの出席議員は１８名であります。定足数に達しておりますので、これより令和

４年第２回美馬市議会臨時会を開会いたします。

日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。

議長諸般の報告といたしまして、主なものについて報告をいたします。

まず、７月１２日、吉野川市の正副議長が来庁され、意見交換をいたしました。

次に、７月１４日、令和４年度国道４３８号整備促進期成同盟会通常総会が丸亀市で開

催をされ、出席をいたしました。

次に、７月１５日、洲本市を前田副議長と共に訪問し、意見交換をいたしました。

次に、７月２０日、令和４年度美馬市青少年健全育成市民会議総会が開催され、出席を

いたしました。

次に、監査委員から令和４年５月分及び６月分の例月出納検査についての報告が提出さ

れております。

なお、ただいま報告をいたしましたそれぞれの関係資料につきましては、事務局に保管

をしておりますので、必要に応じてごらんいただきたいと思います。

以上で諸般の報告を終わります。

これより、本日の日程に入ります。

本日の議事日程は、ご配付の日程表のとおりであります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第８８条の

規定により、１４番 久保田哲生君、１５番 片岡栄一君、１６番 川西仁君を指名いた

します。

日程第２、会期の決定についてを議題といたします。

お諮りいたします。本臨時会の会期は本日１日限りにしたいと思いますが、ご異議ござ

いませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。よって、会期は本日１日とすることに決定をいたしました。

次に、日程第３、市長の退職の期日に関する同意についてを議題といたします。

令和４年８月１０日付で藤田市長から退職申出書が提出をされ、その旨を美馬市選挙管

理委員会委員長に通知をいたしました。事務局長に退職申出書の朗読をさせます。

◎議会事務局長（藤本卓志君）

議長。

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、藤本事務局長。

◎議会事務局長（藤本卓志君）

退職申出書。

このたび、一身上の都合により、令和４年８月１５日をもって退職したいので申し出ま
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す。

令和４年８月１０日。

美馬市長、藤田元治。

美馬市議会議長、郷司千亜紀様。

以上でございます。

◎議長（郷司千亜紀議員）

ここで、藤田市長から発言の許可を求められておりますので、これを許可します。

◎市長（藤田元治君）

議長。

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、市長。

［市長 藤田元治君 登壇］

◎市長（藤田元治君）

皆様、おはようございます。

本日、令和４年第２回美馬市議会臨時会を招集いたしましたところ、議員各位におかれ

ましてはお盆の大変お忙しい中、ご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。

まずは、市民の皆様方におかれましては、今回私が起こしました公職選挙法違反事件に

おいて、一連のマスコミ報道等で美馬市のイメージダウンを招いたことに心より深くおわ

びを申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。

今回の公職選挙法違反事件について、ご説明をさせていただきます。

私は、先般８月１０日、徳島地検から公職選挙法違反の罪で略式起訴をされました。求

刑内容は罰金３０万円、公民権停止５年間であります。私はこの起訴内容に対し争わない

こととし、徳島簡易裁判所の略式命令を受け入れることといたしました。徳島簡易裁判所

の略式命令を受け入れることは、自動的に市長の職の失職を意味いたしますので、徳島簡

易裁判所の略式命令を待つことなく、８月１０日付で市議会議長に辞表を提出いたしまし

た。そして、本日、辞職のご同意をいただきたいと思います。

市民の皆様方の負託を受け、美馬市長を２期約６年間務めさせていただきましたが、こ

ういった形で任期半ばで職を辞することは誠にざんきの念に堪えません。公人として法令

違反に問われたことは私の不徳の致すところでございます。これまでお支えをいただきま

した市民の皆様方の期待を裏切って、法令違反を犯し、一連のマスコミ報道等で美馬市の

イメージダウンを招いたことを改めて心より深くおわびを申し上げます。

市長職を辞するに当たり、市民の皆様方に申し上げたいことがございます。町議、市議、

県議、市長として美馬市発展のために心血を注いできた政治家藤田元治の、うそ偽りのな

い真情を申し述べさせていただきたいと思います。

今回の公職選挙法違反事件では、公務員の地位利用と事前運動が問われました。私は自

分の行為を弁明するつもりは一切ございません。ただ、皆様になぜ私がこのようなことを

行ったかをご説明いたしたいと思います。

７月の参議院議員選挙比例代表では、私は自民党比例代表の足立敏之氏を支援いたしま
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した。足立氏は元国土交通省のキャリア官僚で、河川改修を始めとする国土強靭化施策を

牽引する参議院議員と認識をしております。皆様ご承知のとおり、本市には現在施工中の

区間と未着手の無堤防地区がございます。市民の皆様の生命、財産を守るのは市長として

の最大の責務であります。そして、現在、全国各地で頻発化、激甚化している自然災害の

リスクを一日も早く解消し、安全・安心なまちづくりを。美馬市民にはあのような悲惨な

災害を絶対に体験させたくないという強い思い。また、国道１９３号線などの道路整備な

ど、国とのパイプ役として本市の防災、減災対策や安全・安心のまちづくり、市民の皆様

方の利便性の向上を図っていただける候補者であると考え、数多い比例代表の候補者の中

から足立氏を選び、支援をし、今後におきましても参議院議員として美馬市の発展や市益

拡大のために引き続き活躍をしていただきたいと思ったからであります。美馬市は少子高

齢化が進み、人口も減少しております。活力とにぎわいがある美馬市づくりには道路など

の社会インフラ整備が不可欠であります。足立氏を支援したのは美馬市発展のためにその

キャリアと政治力を発揮していただこうと思ったからであります。確かに私が行った行為

は法令に違反をする軽率なものだったかもしれませんが、その動機と目的はひとえに美馬

市の発展と市益拡大、私が公約をした美来創生のまちづくりを目指したものでございます。

私利私欲を図ったものではありません。足立氏や足立氏の後援会からは現金や物品などの

利益供与は一切もらっておりません。美馬市職員に対しても人事での昇格や左遷などの利

益や不利益を供与、示唆したこともございません。自分が犯した過ちは認めます。ただ、

私が足立氏を支援したのは、私利私欲のためではなく、足立氏のキャリア、政治力に期待

をし、美馬市の発展と市益の拡大を願ったものだと皆様方にご理解をいただければと思っ

ております。

私の政治信条は愛郷無限であります。それは任期半ばで市長を辞することになった今も

変わりはありません。一市民になって、ふるさと美馬を愛する心を持ち続け、美馬市のた

めに何ができるかを考えていきたいと思っております。この約６年間、すばらしい市民の

皆様方の下、市政運営に携わらさせていただいたことに心から感謝を申し上げる次第でご

ざいます。

最後に、市民の皆様方のご健勝、ご多幸、同時に美馬市の限りない発展を心からご祈念

を申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。誠に申し訳ございませんでした。そし

て、大変ありがとうございました。

◎議長（郷司千亜紀議員）

それでは、市長の退職の期日に関する同意についてお諮りいたします。

地方自治法第１４５条の規定により同意することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

異議なしと認め、本件は同意することに決しました。

次に、日程第４、議案第４７号、令和４年度美馬市一般会計補正予算（第５号）を議題

といたします。

議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
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◎企画総務部長（吉田正孝君）

議長、企画総務部長。

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、吉田企画総務部長。

［企画総務部長 吉田正孝君 登壇］

◎企画総務部長（吉田正孝君）

それでは、議案第４７号、令和４年度美馬市一般会計補正予算（第５号）についてご説

明申し上げます。９ページをお願いいたします。

令和４年度美馬市一般会計補正予算（第５号）は、第１条のとおり、歳入歳出予算の総

額に歳入歳出それぞれ２,４００万円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ２００億３,５００万円とするものでございます。

１１ページをお願いいたします。このページと次の１２ページの第１表歳入歳出予算補

正におきましては、歳入歳出の補正額を款項ごとに区分し、掲載しております。

それでは、歳出補正予算の内容につきましてご説明申し上げます。

１６ページ及び１７ページをお願いいたします。

市長選挙費に２,４００万円を計上しておりまして、財源は全額一般財源でございます。

この経費は今般の市長の退職に伴い必要となります市長選挙の経費でございまして、詳細

につきましては説明欄記載のとおりでございます。

なお、市長選挙の期日につきましては、議長から選挙管理委員会へ通知された日の翌日

から起算して５０日以内に実施されることとされておりまして、今後、選挙管理委員会に

おいて決定されるものと考えております。

次に、歳入補正予算でございますが、前にお戻りをいただき１５ページをお願いいたし

ます。

前年度純剰余繰越金につきましては、今回の補正予算に伴う一般財源に対応するもので

ございまして、２,４００万円を計上しております。

議案第４７号、令和４年度美馬市一般会計補正予算（第５号）の説明は以上でございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。

◎議長（郷司千亜紀議員）

以上で、提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。

ただいまのところ、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認めます。これをもって

質疑を終結いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第４７号については、会議規則

第３７条第３項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ござ

いませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。よって、議案第４７号については、委員会付託を省略する
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ことに決しました。

これより討論に入ります。ただいまのところ、討論の通告がありませんので、討論なし

と認めます。これをもって討論を終結いたします。

お諮りいたします。議案第４７号については、原案のとおり決することにご異議ござい

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎議長（郷司千亜紀議員）

はい、異議なしと認めます。

よって、議案第４７号については、原案のとおり可決されました。

以上で、本日の議事日程は全て終了をいたしました。

これをもちまして、令和４年第２回美馬市議会臨時会を閉会といたします。

閉会 午前１０時１７分
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会議の経過を記載し、その相違ないことを証するためここに署名する。

令和４年８月１５日

美馬市議会議長

美馬市議会副議長

会議録署名議員 １４番

会議録署名議員 １５番

会議録署名議員 １６番


